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　第３次南アルプス市行政改革実施計画取組み結果（令和２年度）

計画内容
（Ｐｌａｎ）

取組状況
（Ｄｏ）

令和２年度計画
取組

達成度

１　財政の健全化

●歳出の見直しと歳入の確保により収支均衡と将来負担の軽減が図られる財政基盤の確立

1

有利な市債の有効活
用による将来負担の
軽減（健全化判断比
率の抑制）

【取組主管課】
・財政課

【関係課等】

行政評価による事務事業の取捨選
択を行なうとともに、交付税算入
率の高い、有利な地方債を模索し
ながら普通建設事業費の圧縮。
施設統廃合による物件費の圧縮等
による基金取り崩しの抑制を図
る。

第6期
財政計画

・健全化判断比率を次のとおりとす
る。
　
　実質公債費比率　6.5％以下
　将来負担比率　　31.8％以下

※実質公債費比率：一般会計等が負
担する市債の元利償還金及びそれに
準ずる償還金の標準財政規模を基本
とした額に対する割合
※将来負担比率：一般会計等が将来
負担すべき実質的な負債の標準財政
規模を基本とした額に対する割合

・計画的な市債発行、償還。これに
見合った普通建設事業の推進。施設
統廃合による物件費の抑制。
・健全化判断比率の推移に
留意した財政運営を図る。
[達成目安]
第6期財政計画値
・実質公債費比率 　6.5％
・将来負担比率　  31.8％

・実質公債費比率 　3.7％
・将来負担比率　▲18.9％

・新規市債の発行が減少している
中、繰上償還の実施等により、実質
公債費比率は減少した。
・将来負担比率についても、繰上償
還及び基金の積立により抑制が図ら
れた。

Ａ
合併特例債の発行限度額は残りわず
かであり、大規模事業の精査及び財
源の検討が必要となる。

2 基金の確保と活用

【取組主管課】
・財政課

【関係課等】

・基金を一定額確保しつつ、必要
な事業等の財源として適切な活用
を図る。

第6期
財政計画

・年度末財政調整基金等残高
　96億円以上の確保
（第6期財政計画値　96.4億円）

・財政調整基金、減債基金、公共施
設整備基金合わせて、6億円取り崩
し、令和2年度末基金残高を96億円
以上確保する。

[参考]
第6期財政計画値
・財政調整基金残高40億円
・減債基金残高20億円
・公共施設整備等事業基金
　　　　　　　36億円

・財政調整基金残高40.6億円
・減債基金残高27.7億円
・公共施設整備等事業基金残高47.3億円

計画では財政調整基金の取り崩しを
想定し、基金残高を96億円以上を目
標としていたが、特定財源や歳入の
確保、適正な財政運営に努めた結
果、財政調整基金を2.1億円積立て
ることができ、基金残高115.6億円
を確保した。

Ａ

令和2年度は、コロナ禍の下約100億
円の新型コロナウイルス感染症対策
の補正予算を編成する異例な状況で
あった。
引き続き、必要に応じ新型コロナウ
イルス感染症対策に柔軟に対応する
とともに、特定財源の確保に努め、
健全な財政運営に努めていく。

3
補助金・交付金の見
直し

【取組主管課】
●政策推進課
・財政課
【関係課等】
・全ての課等

・南アルプス市補助金等交付規
則、南アルプス市補助金等交付基
準に基づいて、必要性や妥当性、
補助率や終期等を検証し、適正な
金額への見直しや整理・統合を図
る。

南アルプ
ス市補助
金等交付
規則

南アルプ
ス市補助
金等交付
基準

・南アルプス市補助金等交付規則、
南アルプス市補助金等交付基準の一
定の基準の下、すべての補助金等に
ついて見直しが行われている状態

・既設の補助事業等が、南アルプス
市補助金等交付規則、南アルプス市
補助金等交付基準基本方針に基づ
き、適正に執行されているかを検証
する。
・新設する補助事業等については、
南アルプス市補助金等交付規則、南
アルプス市補助金等交付基準基本方
針に基づく運用が成されるかを審査
する。

・補助金交付要綱等に基づき、補助対象
者、対象経費、金額等を確認している。
・事務事業ヒアリングを通じ、補助内容
の確認を行った。
・新規・拡充事業については、庁内の検
討を経て、事業採択を行っている。

・予算編成時には、財政課による確
認を行うことで、予算措置との整合
性を図ることができた。
・事務事業評価や事務事業ヒアリン
グを通じ、補助内容の確認を行うこ
とで、内容の精査ができ、見直しに
繋ぐことができた。

Ｂ

補助金・交付金の見直しは、継続的
な取り組みが求められるため、事務
事業評価を活用し見直しを行ってい
く。

4
経費の節減・合理化
の徹底

【取組主管課】
●政策推進課
・財政課
【関係課等】
・全ての課等

・職員のコスト意識を高めるとと
もに、より効率的・効果的な方法
となるよう、執行管理手法を見直
し、経費の節減、合理化の徹底を
図る。

第6期
財政計画

・第6期財政計画に沿って、消耗品
費や庁舎の光熱水費等、物件費等の
節減が図られている状態

経費節減等に対する目標達成に向け
た執行管理を全庁的に行う。

［参考］
第6期財政計画値
・物件費、維持補修費
　50億4千7百万円

・予算編成時には、予算要求基準額を設
定し、歳出予算全体の節減を図った。
・予算査定時には、単価確認や積算根拠
などについて確認している。

・経常的な経費なので、見直しが難
しい。
・物件費、維持補修費
　50億8千9百万円
※昨年度と比較し数値は大幅に減少
しているが、臨時職員に伴う経費が
物件費から人件費に計上替えになっ
たことによる。

Ｂ

社会経済情勢の変化や制度改正など
により、支出の構造は変化するもの
であるが、経費の節減、合理化につ
いては、行政評価システム、公共施
設適正配置、組織見直しなど相互に
連携させ取り組む必要がある。

5
市の規模に見合った
安定的な予算規模の
構築

【取組主管課】
・財政課

【関係課等】

・歳入規模に見合った歳出規模へ
の見直しを進め、財政計画に基づ
く予算規模への計画的な縮小を図
る。

第6期
財政計画

・第6期財政計画における一般会計
の歳入決算規模が291億円のため、
一般会計の最終予算規模を291億円
とする

・第6期財政計画に基づき、歳入規
模に見合った歳出予算を編成する。
[達成目安]第6期財政計画値・一般
会計の歳入決算規模 291億円

一般会計の歳入決算 414億円

・新型コロナウイルス対策費用が
100億円を超える異例の決算となる
中、国の交付金など特定財源の確保
に努めた。
・市税の徴収強化、ふるさと納税の
積極的な展開により歳入が確保され
た。

Ａ

・普通交付税参入率の高い合併特例
債の発行限度額はわずかであり、今
後の大規模事業に対する歳入の確保
が懸念される。
・特例債終了後の大型事業計画とそ
の影響について検討を行うととも
に、庁内全体で情報を共有すること
が必要となる。

基本
方針

令和２年度の取組内容

令和２年度の達成目標

①歳出構
造の見直
し

見直し、改善事項
（Action）

取り組
みの方
針

取り組み
の項目

№
具体的な

取り組み項目
今後の取組方向

関係する
計画等

取組工程に対する評価
(Check）

取組主管課
関係課等

【取組達成度】

Ａ：目標を達成

Ｂ：目標はほぼ達成しているが取組に課題または改善の余地あり

→（次年度へ作業を残したもの）

Ｃ：目標は未達成で取組に課題または改善の余地あり

→（新たに課題が発生するなど計画どおり進んでいないもの）

Ｄ：目標は未達成で取組困難なもの
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　第３次南アルプス市行政改革実施計画取組み結果（令和２年度）

計画内容
（Ｐｌａｎ）

取組状況
（Ｄｏ）

令和２年度計画
取組

達成度

基本
方針

令和２年度の取組内容

令和２年度の達成目標
見直し、改善事項

（Action）

取り組
みの方
針

取り組み
の項目

№
具体的な

取り組み項目
今後の取組方向

関係する
計画等

取組工程に対する評価
(Check）

取組主管課
関係課等

【取組達成度】

Ａ：目標を達成

Ｂ：目標はほぼ達成しているが取組に課題または改善の余地あり

→（次年度へ作業を残したもの）

Ｃ：目標は未達成で取組に課題または改善の余地あり

→（新たに課題が発生するなど計画どおり進んでいないもの）

Ｄ：目標は未達成で取組困難なもの

1
市税等の徴収率の向
上に向けた取り組み
の推進

【取組主管課】
●納税課
・税務課

【関係課等】
・国保年金課

・庁舎増改築により執務環境が整
備され、徴収体制の見直し、徴収
体制の強化等に取り組み、徴収率
の向上を図る。
・山梨県滞納整理推進機構の支援
事業活用による徴収強化に取り組
む

※徴収体制の見直しに伴い、滞納
繰越額の徴収率の減少が予測され
る

-

自主財源の確保を達成目標とする
徴収体制の見直し、改善を図る
目標の指標は現年＋過年の徴収率の
向上を目指す

市税
現年分徴収率　98.5％
滞繰分徴収率　22.0％
市税合計　95.0％

国保税
現年分徴収率　95.0％
滞繰分徴収率　23.0％
国保税合計　77.0％

徴収体制一元化の実施(市税・国保
税）
･現年課税に対する早期滞納整理
･滞納処分、納税相談の実施

･口座振替等の推進
　
市税
現年分徴収率　98.5％
滞繰分徴収率　22.0％
市税合計　95.0％

国保税
現年分徴収率　95.0％
滞繰分徴収率　23.0％
国保税合計　77.0％

現年度＋過年度の徴収率の向上を目指し
た。

市税
現年分徴収率　99.3％
滞繰分徴収率　36.3％
市税合計　97.1％

国保税
現年分徴収率　97.0％
滞繰分徴収率　38.6％
国保税合計　87.4％

・滞納処分、納税相談及び口座振替
等の推進を図り、徴収率の向上を目
指した結果、市税は2.1ポイント目
標より上回った。
・国保税は10.4ポイント目標より上
回った。

Ａ

・市税の徴収率向上のためには、現
年度を含め多様な滞納処分と確実な
調査のもと執行停止を講ずる必要が
ある。
・国保税については、引き続き法令
に基づいて資格証明書等の交付を実
施していく。

2
未利用財産の売却・
貸付の促進

【取組主管課】
・管財課

【関係課等】

普通財産や行政財産の内、未利用
部分が確認された財産について
は、有効活用を検討し、処分（売
却・貸付）を促進する。

売却可能
リスト等
の抽出

・計画期間内に未利用財産の処分
（売却・貸付）目標額の５年間の総
額を次のとおりとする。
　
「普通財産」
目標額 65,000千円
・売却額 25,000千円
・貸付額 40,000千円

・整理分析状況に基づき未利用財産
の処分（売却・貸付）を進める。
[達成目安]
目標額 15,000千円
売却額  5,000千円
貸付額 10,000千円

芦安都市農村交流センター（寄宿舎、指
導員宿舎等、土地）、市営大曽利西住宅
（建物2棟、土地）、みどりの郷くつさ
わ（土地3筆）を売却した。

・普通財産売却額(9件)
　　　16,000千円
・法定外公共物払下(17件)
　　 　7,363千円
・使用料・賃借料(69件）
　　　12,610千円

・芦安都市農村交流センター、みど
りの郷くつさわの売却額について
は、議会承認を経て決定し売却。
・売却額、貸付額は目標額を達成す
ることができた。

Ａ

・未利用地の売却を進めるため、売
却準備として境界確定を行ってい
く。
・未利用地処分の一環として、市が
必要とする土地との交換の準備を行
う。

3
その他の自主財源の
確保

【取組主管課】
●政策推進課
・秘書課
・環境課
・都市計画課

【関係課等】

・職員が財源獲得の意識を持ち、
広告事業の推進、ふるさと納税の
促進、その他財源の確保等の取組
を推進する。

-

・自主財源収入額を次のとおりとす
る。
ふるさと納税　200,000千円以上
ネーミングライツ　5,000千円以上
有料広告収入　600千円以上

・広報や市ホームページ、市名入り
各種封筒に有料広告を掲載する。
・全庁を挙げて、新たな広告媒体や
自主財源の確保策の検討を進める。
[達成目安]
ふるさと納税　 200,000千円以上
ネーミングライツ　5,000千円以上
有料広告収入　600千円以上

・ふるさと納税 －（返礼品・送料）
　1,263,695千円 －（475,257千円）
＝788,438千円
・ネーミングライツ　4,000千円
・ホームページ広告　　220千円
・コミュニティバス車体広告
　　　　　　　　　　　303千円
・市ホームページに、市指定ごみ袋への
広告掲載の募集を行った。
・ジット、日世からのバナー広告要望を
受け、令和３年度に実施予定。

・受付ポータルサイトを5社体制と
し、寄附者増加に向けては、返礼品
パンフレットを作成するなど、ふる
さと納税の寄附金増収を目指し取り
組んだ。
・周知は進んでいるが、シャインマ
スカットの確保量の絶対数が少な
く、需要の伸びに対して不足してい
る。
・主要事業者である農協の提供商品
の再編により寄附単価が下がり、寄
附額は前年度より減少することと
なった。
・年間を通して市ホームページに市
指定ごみ袋への広告掲載募集をして
いるが、応募はなかったため、広告
欄には資源回収センターの案内を載
せ、ゴミ減量化を進めた。

Ｂ

・ふるさと納税の主力返礼品である
シャインマスカットの数量確保とと
もに、新たな返礼品の開拓を進め
る。
・ネーミングライツでは、総合体育
館を対象に協議する予定であった
が、現在はワクチン対応で協議が止
まっているため、ワクチン対応終了
後協議を再開する。

1
上水道事業の健全経
営の維持

【取組主管課】
・企業局総務課

【関係課等】

・将来にわたって安定的に事業を
継続するために、経営戦略、実施
計画を策定し、この計画を推進す
ることにより、健全な経営を維持
する。

南アルプ
ス市水道
事業経営
戦略・実
施計画

・南アルプス市水道事業経営戦略・
実施計画（計画期間：平成２９年度
～令和８年度）の取組推進により、
健全経営が維持された状態

・南アルプス市水道事業経営戦略・
実施計画に基づき、各項目の進捗管
理を行い、各項目の業務指標を公表
する。
＜主な達成目安＞
給水原価125円＜供給単価142円

　経営戦略で計画する25事業中19事業を
完了。
　前年度未実施で、今年度実施予定の2
事業を実施。

6事業の未実施理由
・施設統廃合計画の見直しにより、
再検討のため（3事業）
・老朽管路変更計画に併せるため
（2事業）
・管路整備計画に併せるため（1事
業）

Ｂ

未実施事業については以下の通りと
する。
・令和3年度、施設統廃合計画の見
直を行うため、計画の見直しによ
り、再検討する。
・老朽管路の工事については、変更
計画に併せて実施する。

③公営企
業等の健
全経営

②歳入確
保の取組
推進

3
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計画内容
（Ｐｌａｎ）

取組状況
（Ｄｏ）

令和２年度計画
取組

達成度

基本
方針

令和２年度の取組内容

令和２年度の達成目標
見直し、改善事項

（Action）

取り組
みの方
針

取り組み
の項目

№
具体的な

取り組み項目
今後の取組方向

関係する
計画等

取組工程に対する評価
(Check）

取組主管課
関係課等

【取組達成度】

Ａ：目標を達成

Ｂ：目標はほぼ達成しているが取組に課題または改善の余地あり

→（次年度へ作業を残したもの）

Ｃ：目標は未達成で取組に課題または改善の余地あり

→（新たに課題が発生するなど計画どおり進んでいないもの）

Ｄ：目標は未達成で取組困難なもの

2
下水道事業の健全経
営に向けた取り組み
の推進

【取組主管課】
・企業局下水道
課

【関係課等】

・国の「公営企業の経営に当たっ
ての留意事項について」
（H26.8.29付け通知）を踏まえ、
平成31年度からの公営企業会計へ
の移行を目指す。
・汚水処理施設整備構想に基づ
き、効率的かつ有効的な整備促進
を図っていく。

・南アル
プス市汚
水処理施
設整備基
本構想
（下水道
アクショ
ンプラ
ン）
・南アル
プス市公
共下水道
全体計
画・事業
認可計画

・公営企業会計での適正な運用
・汚水処理施設整備基本構想に基づ
いた整備促進
・生活排水クリーン処理率
　　　　　　　　　78.1％

[公営企業会計への移行]
・公営企業会計運用
・下水道使用料改定
[未普及地域の整備促進]
・汚水処理施設整備構想に基づき、
整備区域の拡大を図る

[公営企業会計への移行]
・公営企業会計に移行済み。
・システムを本格稼働し、決算処理を
行った。
・下水道使用料改定に向けた、下水道事
業経営戦略を策定した。
〔未普及地域の整備促進〕
・全体計画、事業計画の見直案の策定が
完了し、認可を得ている。
・R2年度末生活排水クリーン処理率
　　75.7％
・下水道施設の整備
　計画整備面積 A=54.0ha
　計画整備面積累計 A=1524.0ha

[公営企業会計への移行]
・決算処理における減価償却の課題
が明確になった。
・下水道事業経営戦略により、事業
の現状と課題が明確化された。

〔未普及地域の整備促進〕
・汚水処理施設整備構想に基づき、
整備区域の拡大を図った。
・下水道施設の整備
　実績整備面積A=24.6ha
　実績整備面積累計A=1354.2ha

Ｂ

［公営企業会計への移行］
・公営企業会計移行に伴う決算処理
の課題を公認会計士に相談しなが
ら、修正・改善等を行い適正に取り
組む。
・下水道事業経営戦略の基本方針に
基づき、下水道事業の健全経営に取
り組んで行く。

〔未普及地域の整備促進〕
汚水処理施設整備基本構想から遅れ
が生じているため、未普及解消の早
期実現に向け、今年度から弾力運用
が実施されたことによる事業費の増
大に併せて事業実施・人員増強に取
り組む。

3
特別会計の効率的な
運営（国民健康保険
特別会計）

【取組主管課】
・国保年金課

【関係課等】

国の社会保障制度改革のひとつと
して、持続可能な医療保険制度の
構築を目指し、国保制度改革が施
行されることになった。平成30年
度からの都道府県化に向けて市と
して必要な準備、取り組みを進め
ていく。

山梨県国
民健康保
険運営方
針

安定的な財政運営と効率的な事業の
実施

徴収体制の見直し

現年保険税収納率：９５％

安定的な財政運営と効率的な事業の
実施

保険者努力支援制度の対象となる特
定健診、特定保健指導、重症化予
防、ジェネリック医薬品の使用促進
などを推進していく

現年収納率：９５％

・保険税率の据置を決定
・県も保険者となり財政運営を担う
・新型コロナウイルス感染症の影響によ
る特定健診受診率低下を防ぐための対策
(個別医療機関健診の期間延長等）、特
定保健指導の勧奨、重症化予防事業の実
施
・ジェネリック差額通知の送付
・現年収納率：97.0%

・納付金の算定・納付、保険給付費
等交付金の交付申請等を適正に行う
ことができた。
・新型コロナの影響により、特定健
診受診率は低下したが、特定保健指
導の実施率は目標を達成できた。
・ジェネリック差額通知により、
ジェネリック医薬品使用割合の上昇
につながっている。
・納税相談、口座振替の推進等によ
り、現年収納率97.0%を達成した。

Ａ

・翌年度納付金額の算定状況を注視
しながら、国保税率の見直しを検討
していく。
・収納率向上のため、納税課と連携
しながら、納税相談、口座振替を推
進していく。

3
特別会計の効率的な
運営（介護保険特別
会計）

【取組主管課】
・介護福祉課

【関係課等】

・事業計画等を策定し、将来的な
見通しを持った上で、将来負担の
軽減につながる予防関連事業等の
取組や給付適正化の取組を強化
し、健全経営を推進することによ
り、特別会計への繰出金の抑制を
図る。

・介護保
険事業計
画
・高齢者
保健福祉
計画

・介護予防「百歳体操」の普及（高
齢者600人程度）
・ケアプランチェックの全件実施を
行なう。

・予防関連事業の「百歳体操」の普
及（高齢者600人程度）
・国保連の「介護給付適正化システ
ム」を活用し、効率的なケアプラン
チェックを行い給付適正化を図る。

・百歳体操はDVDプレーヤー、おもり、
バンド貸し出しの支援を継続した。
・支えあい協議体を中心に、新規グルー
プへの説明会や体験会の実施とともに、
CATVでの周知や体験会周知用の資料を作
成し、窓口へ設置することにより、市民
への周知を図った。
・新規・区分変更のケアプラン点検を実
施した（件数375件）。
・昨年度の見直しにより、点検件数を減
らし、ケアプラン作成事業者との面談方
式を取り入れて、実効性の向上を図っ
た。

・百歳体操の拠点は55グループとな
り、800人以上の市民の参加を得
た。
・コロナ禍で活動を中止した期間も
あり、新規グループが少なかったも
のの、継続グループで体操を再開
し、希望があった団体には体力測定
を実施した結果、全ての項目につい
て向上が図られ、介護予防に繋がっ
た。
・面談方式の実施を通じ、各居宅事
業所の状況の把握ができたことによ
り、実地指導や集団指導における適
切な指導につなげることができた。
・点検件数を減らしたことにより、
プラン作成結果だけでなく、各事業
所のプラン作成における判断過程に
も指導・助言を行うことができた。

Ａ

・百歳体操では、市全体の体力測定
のデータ集計により、体力・筋力の
向上につながったという結果となっ
た。今後は、より効果的に体操を実
施できるようリハビリ専門職と連携
していく。
・ケアプラン点検後に面談方式を取
入れたが、個々の事業者ごとの対応
となってしまったため、今後は全体
への周知を図っていきたい。

3
特別会計の効率的な
運営（下水道事業特
別会計）

【取組主管課】
・下水道課

【関係課等】

・公営企業会計適用後、適正な下
水道使用料への改定を行なうとと
もに、収納率の向上に取り組み、
特別会計への繰出金の抑制に努め
る。
現年分徴収率　97.7％
滞繰分徴収率　24.2％

・公営企業会計が適用され、適正な
使用料へ改定されている。
・滞納整理の強化により徴収率の向
上が図れている。
現年分徴収率　98.5％
滞繰分徴収率　25.0％

・公営企業会計適用
・収納率向上のため企業局と連携
し、口座振替の推進や積極的な滞納
整理
・下水道使用料改定
現年分徴収率　98.5％
滞繰分徴収率　25.0％

・公営企業会計適用
・下水道事業経営戦略の策定
・下水道使用料収納状況
　現年分徴収率　98.1％
　滞納分徴収率　－　％
※公営企業会計には出納整理期間がない
ため、これまでの滞納分徴収率とはかけ
離れた数字となるため表示しない。

・下水道事業経営戦略策定により経
営健全化のための取り組みとして、
下水道料金の見直しの検討に着手す
る準備ができた。

Ｂ

・令和3年度からは、上下水道料金
の徴収業務を外部委託する方針であ
る。民間企業のノウハウを生かし
て、徴収率のより一層の向上を図っ
ていく。
・これまでの施設の老朽化及び耐震
化などの諸計画を踏まえ、下水道事
業経営戦略により、経営基盤の強化
に取り組む。

4



　第３次南アルプス市行政改革実施計画取組み結果（令和２年度）

計画内容
（Ｐｌａｎ）

取組状況
（Ｄｏ）

令和２年度計画
取組

達成度

基本
方針

令和２年度の取組内容

令和２年度の達成目標
見直し、改善事項

（Action）

取り組
みの方
針

取り組み
の項目

№
具体的な

取り組み項目
今後の取組方向

関係する
計画等

取組工程に対する評価
(Check）

取組主管課
関係課等

【取組達成度】

Ａ：目標を達成

Ｂ：目標はほぼ達成しているが取組に課題または改善の余地あり

→（次年度へ作業を残したもの）

Ｃ：目標は未達成で取組に課題または改善の余地あり

→（新たに課題が発生するなど計画どおり進んでいないもの）

Ｄ：目標は未達成で取組困難なもの

3

特別会計の効率的な
運営（山梨県北岳山
荘管理事業特別会
計）

【取組主管課】
・観光商工課

【関係課等】

・北岳山荘の所有権者である山梨
県と管理協定や管理運営方法の見
直し等、県への返還も含め協議を
始めており、市の負担がこれ以上
増大するようであれば近い将来返
還をしなければならない。

－
施設の方向性について決定を行って
いる。

山梨県の担当窓口である観光部観光
資源課と協議。

・令和2年8月6日（木）第1回目協議
　県:観光資源課長他3人
　市:課長,課長補佐
・令和3年1月7日（木）第2回目協議
　県:観光資源課長他3人
　市:課長,課長補佐
・庁内検討委員会、ワーキングによる検
討
　10月よりワーキングを5回、検討委員
会を1回開催し、運営方針の検討を行っ
た。

・令和元年度第3回目に示した今後
のスケジュール案について、双方が
それぞれ取り組むべき課題について
確認。県としては、返還に伴い、議
会、地元への説明を求められてい
る。
・第2回目の協議時に新型コロナウ
イルス感染症の影響もあり、山小屋
の運営について庁内検討を進めた結
果、令和3年度より業務委託方式に
よる運営とした。

Ａ

・新型コロナウイルス感染症の影響
を考慮した管理運営方針の決定。
・長年懸案であった特定の職員の常
駐について、業務委託方式を採用す
ることによる改善が図られた。
・上記の運営方式の採用により県へ
の返還への土台を構築できた。
・山梨県とは、施設の方向性につい
て継続して協議を行っていく。

5



　第３次南アルプス市行政改革実施計画取組み結果（令和２年度）

計画内容
（Ｐｌａｎ）

取組状況
（Ｄｏ）

令和２年度計画
取組

達成度

基本
方針

令和２年度の取組内容

令和２年度の達成目標
見直し、改善事項

（Action）

取り組
みの方
針

取り組み
の項目

№
具体的な

取り組み項目
今後の取組方向

関係する
計画等

取組工程に対する評価
(Check）

取組主管課
関係課等

【取組達成度】

Ａ：目標を達成

Ｂ：目標はほぼ達成しているが取組に課題または改善の余地あり

→（次年度へ作業を残したもの）

Ｃ：目標は未達成で取組に課題または改善の余地あり

→（新たに課題が発生するなど計画どおり進んでいないもの）

Ｄ：目標は未達成で取組困難なもの

２　行政経営システムの見直し

●経営資源の適正配分により公共サービスを最適化する行政経営システムの見直し

1 優先的事業の重点化

【取組主管課】
●政策推進課
・財政課

【関係課等】
・全ての課等

・第2次総合計画に位置付けられ
た政策・施策及び重点戦略の推進
に必要な事業の選定や関連付け、
優先順位付け、見直しなどの方針
を定めるため、施策優先度評価会
議を実施する。

第2次総
合計画

・第2次総合計画に基づく事業の見
直し、組み換えが行われ、社会経済
情勢等の変化をとらえた政策・施策
が効果的に展開されている状態

・第2次総合計画の進捗管理を行う
・施策優先度評価会議の実施によ
り、第2次総合計画に位置付けた政
策・施策及び重点戦略の推進に必要
な事業の関連付け、優先順位付け、
見直し、組み換えなどの方針を定
め、予算編成に反映する。

・第2次総合計画後期基本計画の進捗管
理を施策マネジメントシートにより実施
した。
・施策優先度評価会議の結果を参考に、
経営方針を作成し、部局別枠配分方式
（一部査定方式）により予算編成を実施
した。

・施策優先度評価会議では、評価方
法など幾つかの課題が出た。
・予算編成においては、部局別枠配
分方式により部局長を中心に責任を
もった予算編成が行われた。

Ｂ

・施策優先度評価においては、採点
方法を改善するなどして優先すべき
施策を経営方針に反映していきた
い。
・これまでの評価会議、評価方法に
おいても検証し、改善すべき事項が
あれば改善していきたい。

2
徹底した事務事業の
見直し

【取組主管課】
・政策推進課

【関係課等】
・全ての課等

・事務事業評価により事業の「改
善・廃止」の適切な進捗管理を行
い限られた経営資源を最適配分す
る。

第３次行
政改革大
綱・実施
計画

・事務事業評価の実施及び適切な進
捗管理により、限られた経営資源が
最適配分され、市民が真に必要とす
るサービスが提供されている状態

・事務事業評価により事業の「改
善・廃止」の進捗管理を行い、毎年
度の予算要求において、評価結果と
連動した予算編成を行う。

事務事業評価の結果、R2年度の事務事業
数は 940事業あり、今後の方針案として
現状維持が655事業、改善・廃止等が285
事業となった。

事務事業評価を通じ、事業の課題等
を把握し、課内で共有するなかで、
対応を検討し見直しに取り組むこと
ができた。

Ｂ
所管課が積極的に事務事業の改善を
行えるよう、ヒアリング等を通じて
継続して支援していく必要がある。

3
各種整備計画の策定
と運用

【取組主管課】
・政策推進課

【関係課等】
・整備計画を有
する所管課

・事業の優先順位を定めた整備計
画を策定し、財政状況に応じて優
先度の高い事業から効果的かつ計
画的な事業実施を図る。

各種整
備・整備
計画、長
寿命化計
画

・分野ごとに整備計画が策定され、
優先度の高い事業から実施されてい
る状態

・個別計画の策定状況について調査
・必要に応じて計画の策定勧奨

公共施設等総合管理計画において対象と
した施設について個別計画策定の状況調
査を行った。

計画どおり進捗している。 Ｂ
保育施設・観光施設等、個別の計画
策定を支援していく。

4
部局ごとの目標管理
の実施

【取組主管課】
・政策推進課

【関係課等】
・全ての課等

・計画的な施策や事業等の推進の
ため、各部局や課等において予算
編成に合わせ取組目標を設定し、
進捗管理を実施する。

-

・部局や課等の目標が設定され進捗
管理が行われている状態（ＰＤＣＡ
サイクルに基づく取組が定着してい
る状態

・部局や課等の目標を設定する（役
割・使命・経営方針、事業の目標な
ど）。
・部局や課等の目標及び市長公約を
進捗管理する。（目標達成度、成果
等）

・市長公約、重点目標の市長ヒアリング
を実施。
　期首･････4月下旬
　期中（管理）･････10月上旬
　期末･････2月下旬
・期中管理では、進捗状況や取組み状況
などについて取りまとめ、市長へ報告を
行った。市長からの個別指示事項は担当
課へ伝達し、全体に関わるものについて
は庁内周知を行った。

・ヒアリングの実施により、市長公
約、重点目標の具体的な取組内容、
進捗状況を把握することが出来た。
・期首ヒアリングを4月下旬に実施
したことで、年度早期に各部局の目
標、取組内容を共有することが出来
た。
・新型コロナウイルス感染症対策の
一環として、時間を短縮して実施し
たが、質疑に重点を置いた協議を行
うことにより、効果的に進捗状況を
把握することができた。

Ａ

これまで期中については、進捗管理
のみであったが、ヒアリングを実施
することで、懸案事項の確実な推進
や次年度への予算付けなどに対応で
きると考える。

①マネジ
メントシ
ステムの
強化
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　第３次南アルプス市行政改革実施計画取組み結果（令和２年度）

計画内容
（Ｐｌａｎ）

取組状況
（Ｄｏ）

令和２年度計画
取組

達成度

基本
方針

令和２年度の取組内容

令和２年度の達成目標
見直し、改善事項

（Action）

取り組
みの方
針

取り組み
の項目

№
具体的な

取り組み項目
今後の取組方向

関係する
計画等

取組工程に対する評価
(Check）

取組主管課
関係課等

【取組達成度】

Ａ：目標を達成

Ｂ：目標はほぼ達成しているが取組に課題または改善の余地あり

→（次年度へ作業を残したもの）

Ｃ：目標は未達成で取組に課題または改善の余地あり

→（新たに課題が発生するなど計画どおり進んでいないもの）

Ｄ：目標は未達成で取組困難なもの

1
民間への業務委託等
の推進

【取組主管課】
・政策推進課

【関係課等】
・全ての課等

・国の公共サービス改革基本方針
や全国の自治体の民間委託等の導
入実績また、施設の民間譲渡によ
る民営化等の検証を行い、民間へ
の業務委託等の検討・推進を図
る。

第３次行
政改革大
綱・実施
計画

・民間委託等の効果が認められる業
務について、委託等が推進されてい
る状態

・国の公共サービス改革基本方針や
全国的な自治体の民間委託導入実績
を踏まえ、本市の現状に沿った業務
委託を検討実施する。

国が抽出した主要17項目の民間委託の実
施状況調査を実施した。

学校用務員事務については、委託の
可能性について今後研究していく。

Ｂ
本市の現状に沿った業務委託を今後
も研究していく必要がある。

2
指定管理者制度の導
入と適正な運用

取組主管課等】
・政策推進課

【関係課等】
・施設等を所管
する全ての課等

・指定管理者制度の導入効果や運
用方法等の検証を行なう。
・効果が見込まれる施設への制度
の導入、及び既に導入済みの施設
で効果が見込めない施設の直営管
理への切替（継続を見込む施設に
限る）を進める。

南アルプ
ス市指定
管理者制
度の適用
に関する
基本方針

・真に制度の導入効果が得られる施
設について導入が進み、適切に運用
されている状態

・南アルプス市指定管理者制度の適
用に関する基本方針に基づき、指定
管理施設の更新又は見直し、及び新
規導入を進める。
・指定管理者制度を導入した施設に
ついては、モニタリングの実施によ
り管理運営状況を的確に把握するほ
か、制度の適切な運用を行う。

・指定管理施設の更新数
　協定数(公募6/非公募1)
　施設数(公募9/非公募1)
（他1協定1施設について1年間延長あ
り）
・公募は、各協定に一団体ずつの応募が
あった。
・ガイドライン及びモニタリング制度に
ついて、担当者会で制度の趣旨・運用方
法の説明を行い、制度の適正化を行っ
た。

・計画通り指定管理施設の更新がで
きた。
・モニタリング制度の運用について
計画どおり行った。
指定管理者へのモニタリングについ
ては、指定管理モニタリングマニュ
アルの沿ったチェックにより、適正
な管理運営の確認ができた。

Ｂ

・公募施設については複数団体から
応募があるように引き続き研究を行
う。
・モニタリングの精度向上を目指
す。
・指定管理者制度を導入した施設に
ついて、その効果を検証する必要が
ある。

1
計画的な再配置の実
施

【取組主管課】
・政策推進課

【関係課等】
・施設等を所管
する全ての課等

・公の施設について、公共施設等
総合管理計画、公共施設再配置ア
クションプランに基づき施設の目
的と機能、利用実態、地域バラン
ス等を勘案し、適正配置に向けた
取組の推進を図る。

公共施設
等総合管
理計画
公共施設
再配置ア
クション
プラン

・公の施設の総量を抑制した上で、
適正配置されている状態

公共施設等総合管理計画、公共施設
再配置アクションプランに基づき、
再配置の取組を進める。

・公共施設等総合管理計画、アクション
プラン（改訂版）に基づき、施設所管課
と再配置の取り組みを行った。
・チロル学園、大曽利西住宅の売却、慈
恵寮の廃止に取り組んだ。

計画に基づき取り組むことができ
た。

Ｂ
アクションプラン（改訂版）で示し
た計画を、継続して進めていく。

2 計画的な除去の実施

【取組主管課】
・政策推進課

【関係課等】
・施設等を所管
する全ての課等

・用途廃止する施設について、安
全管理面や費用対効果を検証しな
がら計画的な除却を図る。

公共施設
等総合管
理計画

・公共施設等総合管理計画に記載し
ている施設の情報が適宜更新され、
計画的な除却が行われている状態

・公共施設等総合管理計画を適宜更
新するとともに、老朽化による危険
度や財源確保の可能性を検証しなが
ら、計画的な除却を実施する。

市営住宅の解体を実施した。
公共施設等総合管理計画に計画され
た施設の除去は、ほぼ計画どおり進
めることができた。

Ｂ
施設の老朽度や必要性等を検討し、
施設の活用・除却について引き続き
検討していく。

3
計画的な保全・長寿
命化の推進

【取組主管課】
・政策推進課

【関係課等】
・施設等を所管
する全ての課等

・施設の維持管理や更新費用の軽
減・平準化を図るため、公共施設
等総合管理計画を策定し、計画的
な保全・長寿命化を推進する。

公共施設
等総合管
理計画

・公共施設等総合管理計画に基づく
適正な施設管理が行われている状態

・公共施設等総合管理計画に基づく
取組を進める。
[具体的な取組]
・長寿命化…個別計画の整備・更新
を行う。
・保守・点検…マニュアル策定を進
める。

公共施設等総合管理計画、公共施設再配
置アクションプラン（改訂版）に基づ
き、施設を所管する担当課と再配置の取
組を行った。

・長寿命化計画の策定状況は把握で
きた。
・策定済　都市公園、市営住宅、道
路舗装、橋梁、上水道、林道、教育
施設
・未策定　産業系施設、子育て支援
施設、保健・福祉系施設、行政系施
設、消防系施設、農道、河川、下水
道、簡易水道、農業集落排水

Ｂ

・保守点検マニュアルの策定につい
て検討を行う。
・個別の長寿命化計画が未策定の施
設については策定支援を行う。
・策定した計画に基づく長寿命化事
業について、随時進捗の確認を行
う。

4
借地の解消、借地料
の見直し

【取組主管課】
・管財課

【関係課等】
・施設等を所管
する全ての課等

・市が借り受けている土地につい
て、今後の使用状況等を検討した
上で、借地契約の解消（返還・買
収）や借地料の見直しを図る。

-

・借地契約が必要な土地について、
地権者との合意により、可能な限
り、適正な借地料となっている状態
を目指す。

・管理している借地の状況について
個別に調査・分析を行い適正処理を
進めていく。

現在の借地（6件　15,577.43㎡、
10,478,600円）について、使用状況の調
査分析を実施した。

現在の借地については、駐車場とし
て利用おり、借り受けが必要な土地
であると判断された。

Ｂ
今後も、土地の利用状況を確認しな
がら、借地の取扱いについて検討す
る。

②民間活
力の活用

③公共施
設の見直

し

7



　第３次南アルプス市行政改革実施計画取組み結果（令和２年度）

計画内容
（Ｐｌａｎ）

取組状況
（Ｄｏ）

令和２年度計画
取組

達成度

基本
方針

令和２年度の取組内容

令和２年度の達成目標
見直し、改善事項

（Action）

取り組
みの方
針

取り組み
の項目

№
具体的な

取り組み項目
今後の取組方向

関係する
計画等

取組工程に対する評価
(Check）

取組主管課
関係課等

【取組達成度】

Ａ：目標を達成

Ｂ：目標はほぼ達成しているが取組に課題または改善の余地あり

→（次年度へ作業を残したもの）

Ｃ：目標は未達成で取組に課題または改善の余地あり

→（新たに課題が発生するなど計画どおり進んでいないもの）

Ｄ：目標は未達成で取組困難なもの

1
分かりやすい市政情
報の発信

【取組主管課】
・秘書課

【関係課等】
・施設等を所管
する全ての課等

・ホームページ等の情報の最新化
や最適化を通じて、分かりやすい
市政情報の的確かつ迅速な発信を
図る。

-

・最新かつ正確な市政情報が、小中
学生から高齢者まで幅広い世代に分
かりやすく伝わる内容で発信され、
その情報を容易に入手できる状態

SNSによる情報発信の本格運用開
始。

・公式YouTubeチャンネルを開設。令和2
年度掲載動画15本。
・ホームページアクセス件数：
2,708,327件（対前年比617,290件）

・新型コロナウイルス感染症に関す
る情報収集のためアクセス件数が急
増した。
・新型コロナウイルス感染症に関す
る情報（学校の臨時休校、定額給付
金等）をトップページへ掲載するこ
とで、利便性の向上を図ることがで
きた。

Ａ
情報を分かりやすく迅速に発信でき
るよう、継続して職員のスキルアッ
プに努めていく。

2 広聴広報活動の推進

【取組主管課】
●秘書課
・政策推進課

【関係課等】
・施設等を所管
する全ての課等

・市民座談会、各種アンケート等
のほか、各種審議会等を通して、
市民の意見等を聴く機会の確保と
市政運営への反映を図る。

-
・広聴活動に積極的に取り組み、真
の市民ニーズを的確に捕捉し、その
結果が市政に反映されている状態

・市民と市長との対話集会「市民座
談会」を今後も開催する。
・各種アンケートの実施。
・市長への手紙を引き続き設置す
る。
・パブリックコメントの実施。
・各種審議会等の委員の公募を引き
続き実施する。

・座談会4回開催41名参加
・パブリックコメント5案件
・市長への手紙151件
・HPからの意見要望苦情183件
・市民アンケート調査
（18歳以上の男女1,500人を対象）を実
施し、結果を施策評価・事務事業評価に
活用した。

電子メールによる新型コロナウイル
ス感染症に関する問い合わせや市長
への手紙が大幅に増加。問い合わせ
時間に制限のない電子メールの利便
性を反映してるものの、匿名性が高
いため苦情件数も増加傾向である。
・感染症の影響により市民座談会へ
の参加者は減少したが、人数制限を
するなど開催団体に配慮して実施し
た。
・市民アンケートの回答は692件
（46.1％）で、市民の市政に対する
(不)満足度や直接的な意見を知るこ
とができた。

Ｂ

・座談会は開催方法や周知方法を見
直し、市民ニーズを直接把握する機
会として活用していく。
・市長への手紙はメールの利便性を
反映して件数は大幅に増加してお
り、ニーズの高さがうかがえるもの
の、市民の意見をより多く伺うため
の多様な広聴手段検討する。
・自由意見等、市民の直接的な意見
が多いため、市民アンケート結果を
もとに業務改善につなげると共に、
多くの市民が回答しやすくなるよう
に工夫していく。

3
市民ニーズ等に対応
した相談窓口の充実

【取組主管課】
●政策推進課
・市民活動支援
課
・福祉総合相談
課

【関係課等】
・施設等を所管
する全ての課等

・社会経済情勢や市民ニーズに対
応するため、引き続き一般相談窓
口や専門性の高い特定の相談窓口
を設置するとともに、相談環境の
整備や職員の専門性・接遇等の質
高め、相談窓口の充実を図る。

-
・市民ニーズに対応した相談窓口が
設置され、市民の満足度の維持・向
上が図られている状態

・新たな相談窓口の需要への対応を
検討する。

[相談サービスの質の向上]・職員研
修や職場内研修（ＯＪＴ）を活用
し、専門性や接遇の質の高いサービ
スを提供する。

・高齢者サロン等に出向き、消費生活ト
ラブルの被害防止に関する出前講座を実
施した。併せて啓発品を配布し、消費生
活センターの周知を図った。
・市の消費生活活動推進員を対象に研修
会を開催し、情報共有を図った。
・窓口を訪れた相談者に対しては、相談
内容に応じて、速やかに他の相談支援機
関へつなぐよう心掛けた。その際「たら
い回し」にならないように、多機関への
同行や担当者を窓口に呼ぶなどワンス
トップ相談の実践に努めた。
・分野ごと縦割りでない福祉総合相談体
制の確立のため、保健福祉分野の相談支
援機関である地域包括支援センター、障
害者相談支援センター、家庭児童相談室
等との連携強化に努めた。
・住民に身近な相談窓口としては、「民
生委員児童委員」がそれぞれの担当区域
を担当し、旧町村単位では、コミュニ
ティソーシャルワーカーによる身近な地
域でのワンストップ相談を実施した。

・相談者の希望により、相談室で対
応することで、安心感と利便性を確
保することができた。
・消費生活相談員が、国、県民生活
センター主催の研修会に参加するこ
とにより、専門性のスキル向上が図
られた。
・複雑化、複合化した生活課題を抱
える市民に対しては、保健師や社会
福祉士等の専門職を配置する福祉総
合相談課の生活困窮者自立相談支援
機関が調整役を担い、各分野の相談
支援機関による多機関協働で対応す
ることが出来た。
・旧町村を単位とした第二層に配置
する五人のコミュニティシャルワー
カは、住民に身近な地域でのワンス
トップ相談を展開し、各地区の「民
生委員児童委員」とのネットワーク
を築く中、制度や分野で区切らず困
りごとを丸ごと受け止め、専門的な
課題は第一層の相談支援機関につな
げるなどの取り組みを実践すること
が出来た。

Ｂ

・消費生活相談員の代替相談員の確
保が課題である。
・外国人や聴覚障害者からの相談対
応について検討していく。
・多くの市民が市役所へ訪れる中、
生きづらさを感じたり困難を抱えて
いる人への支援体制がこれまで以上
に図られるよう求められている。そ
のため、納税、国保、上下水道等市
民生活に身近な庁内各課と定例的に
庁内セーフティネット連絡会議を開
催し、分野ごと縦割りでない総合相
談の構築を目指す必要がある。

④市民と
のコミュ
ニケー
ションの
充実
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　第３次南アルプス市行政改革実施計画取組み結果（令和２年度）

計画内容
（Ｐｌａｎ）

取組状況
（Ｄｏ）

令和２年度計画
取組

達成度

基本
方針

令和２年度の取組内容

令和２年度の達成目標
見直し、改善事項

（Action）

取り組
みの方
針

取り組み
の項目

№
具体的な

取り組み項目
今後の取組方向

関係する
計画等

取組工程に対する評価
(Check）

取組主管課
関係課等

【取組達成度】

Ａ：目標を達成

Ｂ：目標はほぼ達成しているが取組に課題または改善の余地あり

→（次年度へ作業を残したもの）

Ｃ：目標は未達成で取組に課題または改善の余地あり

→（新たに課題が発生するなど計画どおり進んでいないもの）

Ｄ：目標は未達成で取組困難なもの

4
新たな市民参画の手
法

【取組主管課】
・市民活動支援
課

【関係課等】
・施設等を所管
する全ての課等

南アルプス市の現状にあった協働
の形を作っていく。

・第2次
協働のま
ちづくり
基本方針
・第2次
みんなで
まちづく
り（協
働）行動
計画

・第2次協働のまちづくり基本方針
で計画されている内容が履行されて
いる状態。

・第２次協働のまちづくり基本方針
に基づき、第２次みんなでまちづく
り（協働）行動計画に示した協働の
実現向けて取り組む。

・定期的に「ディレクターズサロン」や
「ときどきカフェ」を開催した。
・市民協働推進本部会議を実施した。

・サロン等では、市民・企業・行政
等まちづくりに関する、さまざまな
思いを持った人たちの声を聞くこと
ができた。
・テーマ型助成事業の選考及び決定
に対し、推進本部会議を開催した。
また、実績報告により取り組みの検
証も実施できた。

Ｂ

・市民等のまちづくりに対する思い
を聞く場として「ディレクターズサ
ロン」や「ときどきカフェ」は、今
後も持続的な開催が求められてい
る。
・推進本部会議を実施することで、
庁内の情報連携や、協働事業の仕組
みづくりを共有するには欠かせない
会議であるため、今後も継続して実
施する。
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　第３次南アルプス市行政改革実施計画取組み結果（令和２年度）

計画内容
（Ｐｌａｎ）

取組状況
（Ｄｏ）

令和２年度計画
取組

達成度

基本
方針

令和２年度の取組内容

令和２年度の達成目標
見直し、改善事項

（Action）

取り組
みの方
針

取り組み
の項目

№
具体的な

取り組み項目
今後の取組方向

関係する
計画等

取組工程に対する評価
(Check）

取組主管課
関係課等

【取組達成度】

Ａ：目標を達成

Ｂ：目標はほぼ達成しているが取組に課題または改善の余地あり

→（次年度へ作業を残したもの）

Ｃ：目標は未達成で取組に課題または改善の余地あり

→（新たに課題が発生するなど計画どおり進んでいないもの）

Ｄ：目標は未達成で取組困難なもの

３　人材育成と時代に即応した組織の見直し

●職員の意識改革や資質向上に取り組み、職員の能力が最大限発揮される組織を目指す人材育成と時代に即応した組織の見直し

1 定員適正化の推進

【取組主管課】
・人事課

【関係課等】
・全ての課等

・第3次定員適正化計画に基づ
き、計画的な定員適正化に取り組
む。
○定員適正化の方針
・事業の執行に必要な最小の人員
体制の構築
・最大の効果を発揮できる組織の
構築と人材の育成

定員適正
化計画

・第3次定員適正化計画に基づき、
平成32年度当初における職員数を次
のとおりとする。
　
　正規職員数　　615人

・第3次定員適正化計画に基づき、
計画的な定員適正化に取り組む。
[達成目安］
・第3次定員適正化計画に示した正
規職員数　　　　615人
（平成32年4月1日現在正規職員数）

令和元年度に令和２年度採用決定した人
員は、旧完熟農園跡地の再活用事業への
配置、同事業に伴う文化財発掘業務への
文化財主事の新規採用、保育士、社会福
祉士の新規採用により、退職者数に対
し、6名増員となった。（平成2年4月1日
現在624人）

地方分権改革の推進や社会状況・住
民ニーズの変容に伴う業務量増大へ
の対応のための事務職員の確保及び
業務の高度化・専門化に対応する専
門職の増員、消防職員定数94人充足
のための消防職員の新規採用増等に
よる職員数増員により、定員適正化
計画期間における削減数値目標を達
成できなかった。

Ｃ

・定員適正化計画の計画値を大きく
上回る職員数となったことから、次
期計画においては、今後の社会情勢
等を考慮した適正な職員数を計画値
として位置づけていく。

2 組織の見直し

【取組主管課】
●政策推進課
・人事課

【関係課等】
・全ての課等

・複雑・多様化する市民ニーズや
新たな行政需要に迅速かつ柔軟に
対応できる効率的な組織を構築す
るとともに、行政運営上の環境変
化などの課題に対応するため、適
時・適切に見直しを行なう。

ー
・市の政策・戦略と業務量に沿っ
た、効率的な組織が構築されている
状態

・行政運営上の環境変化などに対応
するため、適時・適切に組織の見直
しを行う。

・自主財源確保や行政のデジタル化への
対応、マイナンバーカードの普及促進な
ど喫緊に取り組むべき課題に対応するた
めの組織機構の見直しを行った。
①ふるさと納税の推進強化等のため「ふ
るさと振興室」を新設
②秘書課「広聴広報担当」を「シティプ
ロモーション担当」に、管財課「情報シ
ステム担当」を「デジタル化推進担当」
に名称変更
③戸籍市民課に「マイナンバーカード担
当」を新設
・企業局において、上下水道料金徴収業
務の外部委託化に伴う「料金課」の廃止
等、組織再編成により、６課１１担当か
ら５課１１担当とした。

・重要施策の推進、住民ニーズや社
会情勢の変化への対応や、業務を効
率的に行うための組織見直しができ
た。
・人事課も組織見直しのヒアリング
に同席したことで、人事に必要な内
容等について把握ができた。

Ｂ

・組織の見直しは、職員配置と密接
な関係があるため、総務部に所管を
見直す。
・重要施策の推進や効率的な業務が
行える組織、市民に分かりやすい利
便性のある組織とするため、今後も
必要に応じ見直していく必要があ
る。
・課の統廃合・業務の見直しに加
え、さらなる業務の改善が求められ
る。
・適性な職員数、人員配置のため、
次期定員適正化計画の策定と連動
し、適正で効率的な組織への見直し
につなげていく必要がある。

1 職員能力の開発促進

【取組主管課】
・人事課

【関係課等】
・全ての課等

・職員の意識改革をはじめ、事務
処理能力、問題解決能力及び政策
形成能力等を強化する実践的な研
修等の実施ほか、自己啓発の促進
を図る。
・専門職をはじめとする専門性の
高い職員の育成を図るため、組織
における役割分担を明確にすると
ともに職場内研修（ＯＪＴ）の強
化を図る。

人材育成
方針

・職員の職階に応じた基礎的資質・
能力が向上した状態

・基礎・階層別研修を実施する。
・問題解決や政策形成能力などを高
める課題別研修を実施する。
・新規採用職員や若手職員の育成体
制を強化する。

・年度当初に研修計画を策定し、課題解
決に向けた研修会は、外部講師を招き各
階層の課題に沿った研修を実施した。
・採用3年目職員には、市職員としての
基本事項（総合計画、財政収支見通し
等）を学ぶ研修を実施した。
・新たに採用2年目研修を実施した。
・コロナ過で階層研修は受講者数が制限
され、計画した受講予定者全員が受講で
きなかった。

・外部講師を招いた研修について
は、新型コロナウイルスの感染対策
を講じた上で実施できた。また、参
加者にアンケートを実施し研修効果
を確認することができた。
・採用2～3年目の若手職員に市の基
本事項を学ばせることにより、資質
の向上を図ることができた。

Ｂ

・新型コロナウイルス感染症対策と
して、リモート実施を含めた実施方
法の見直しを検討していく。
・職員一人ひとりの研修に対する意
識をより向上させるための取り組み
が必要である。
・職員の多忙化による負担感を軽減
するため、研修意図等を明確化し、
研修時間の短縮等、効率化を図る。

2
人事評価制度の適正
な運用

【取組主管課】
・人事課

【関係課等】
・全ての課等

・職員一人一人が自らの能力を高
めるとともに、組織全体の士気高
揚を図りつつ、効率的かつ効果的
な行政運営を行なうため、人事評
価制度を活用し人材育成に繋げつ
つ、能力や実績に基づく人事管理
を進める。

ー

・人事評価制度により、能力、勤務
姿勢や業績の評価及び任用・昇給等
への反映が適切に行われ、人材育成
や組織の士気高揚に活かされた状態

・人事評価制度を本実施する。
・適正な運用を図るため、評価者研
修を実施する。
・運用結果を検証し、必要に応じて
制度の見直しを行う。

・適正な評価を行うための新任評価者及
び採用2年目職員に対する目標設定、評
価研修を実施した。
・令和3年度評価を令和4年度の勤勉手当
へ反映させるための制度設計を行い、庁
議で職員に周知した。
・緊急事態宣言が東京都に発出されたた
め、リーダー職全員を対象とした評価者
実務研修は、感染拡大防止のため中止し
た。

・新任評価者、採用2年目、新採用
職員への研修を繰り返し実施するこ
とで、評価の平準化の効果を上げて
いる。
・勤勉手当への評価反映についての
スケジュール、制度設計を進め、職
員への周知を図ることができた。

Ｂ

・評価審査会議を実施し、適正に評
価の検証をしていく。
・勤勉手当への反映に向けて、令和
3年度中にリハーサルを実施し、令
和4年度の本実施の準備をする必要
がある。
・今後は、勤勉手当への反映の実施
後、現状の評価と変化がないか検証
していく必要がある。

①定員の
適正化及
び組織の
見直し

②人材育
成の推進
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　第３次南アルプス市行政改革実施計画取組み結果（令和２年度）

計画内容
（Ｐｌａｎ）

取組状況
（Ｄｏ）

令和２年度計画
取組

達成度

基本
方針

令和２年度の取組内容

令和２年度の達成目標
見直し、改善事項

（Action）

取り組
みの方
針

取り組み
の項目

№
具体的な

取り組み項目
今後の取組方向

関係する
計画等

取組工程に対する評価
(Check）

取組主管課
関係課等

【取組達成度】

Ａ：目標を達成

Ｂ：目標はほぼ達成しているが取組に課題または改善の余地あり

→（次年度へ作業を残したもの）

Ｃ：目標は未達成で取組に課題または改善の余地あり

→（新たに課題が発生するなど計画どおり進んでいないもの）

Ｄ：目標は未達成で取組困難なもの

3 危機管理能力の向上

【取組主管課】
・人事課

【関係課等】
・全ての課等

・高い倫理観と危機管理意識を
持って業務を遂行するため、研修
等を通じて法令遵守（コンプライ
アンス）を徹底するとともに、メ
ンタルヘルスや情報管理など様々
なリスクに対する管理能力の強化
を図る。

ー

・法令遵守をはじめ様々なリスクに
対するチェック体制の強化を図り、
職員の危機管理意識の向上が図られ
ている状態

・危機管理能力の強化に向け、各階
層別研修においてコンプライアンス
をはじめとするリスクマネジメント
研修を実施する。
・各職場においては、研修受講後若
しくは年度当初において、職場内研
修を実施し、情報及び知識・認識を
共有する取組を行う。

・新任課長及び採用3年目の職員に対
し、危機管理意識を向上させるため、外
部講師を招き、公務員経験を踏まえた研
修を実施した。

・管理職については、危機管理意識
を再認識する場を設けることで、部
下に対する意識の向上へ繋がる良い
機会となっている。
・採用3年目職員については、業務
に慣れた時期に研修することによ
り、自分自身の振り返りや今後の業
務に対する意識改革になる良い機会
となっている。

Ｂ

・全職員が危機管理、コンプライア
ンスについて共通認識を持てるよ
う、効果的な研修の実施を検討して
いく。
・職場内研修（ＯＪＴ）による情報
及び知識・認識を共有する取組の方
法を具体化、体系化し、周知してい
く。
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　第３次南アルプス市行政改革実施計画取組み結果（令和２年度）

計画内容
（Ｐｌａｎ）

取組状況
（Ｄｏ）

令和２年度計画
取組

達成度

基本
方針

令和２年度の取組内容

令和２年度の達成目標
見直し、改善事項

（Action）

取り組
みの方
針

取り組み
の項目

№
具体的な

取り組み項目
今後の取組方向

関係する
計画等

取組工程に対する評価
(Check）

取組主管課
関係課等

【取組達成度】

Ａ：目標を達成

Ｂ：目標はほぼ達成しているが取組に課題または改善の余地あり

→（次年度へ作業を残したもの）

Ｃ：目標は未達成で取組に課題または改善の余地あり

→（新たに課題が発生するなど計画どおり進んでいないもの）

Ｄ：目標は未達成で取組困難なもの

４　市民との協働により取り組む「多様な協働」の推進

●人と人、人と地域、地域と地域、また異なる分野間の多様な関係性の再構築による多様な協働の推進

1
地域コミュニティ活
動の推進

【取組主管課】
・市民活動支援
課

【関係課等】

・市民による地域課題の解決に向
けた自発的・主体的な取組を支援
する。

ー

・地域コミュニティ活動がより自発
的・主体的に推進されている状態

・地域活動へ参加している（世帯）
市民の割合（市民アンケート）
　70％（H27:54.3％）

・地域コミュニティ活動の推進を担
う団体への支援を行う。
[具体的な取組例]
・地域コミュニティイベント支援

・地域活動へ参加している（世帯）
市民の割合（市民アンケート）
　70.0％

・５地区の地域コミュニティイベントは
新型コロナウイルスの感染防止に伴い、
すべて中止となった。
・地域コミュニティ活動を支援するため
自治会に活動交付金を交付している。

・地域活動へ参加している（世帯）市民
の割合（市民アンケート）
　66.4％

・感染予防の観点から自治会の行事
等は自粛の傾向になったが自治会活
動交付金を活動の一助としてそれぞ
れ工夫しながら地域コミュニティ活
動の推進が図られた。

Ｂ

・地域コミュニティイベントは実行
委員会が中心になり開催しているが
組織が衰退傾向にあるため、支所の
担当者は対応に苦慮している。地域
や実行委員会との連携強化が課題と
なっている。

2
自治会組織の適切な
運用

【取組主管課】
・市民活動支援
課

【関係課等】

・市民の意思を市政に反映させ、
地域主体のまちづくりを推進する
ための自治会組織の適切な運用を
図る。

ー

・自治会組織が有効に活用され、地
域主体のまちづくりが推進されてい
る状態

・自治会の活動に満足している（市
民アンケート）
　50.0％（H27:35.4％）

・自治会組織を支援するほか、会員
の資質向上に資する研修などに取り
組む。
・自治会活動交付金の交付

・自治会の活動に満足している（市
民アンケート）
　50.0％

・市自治会連合会常任理事会において、
3つの専門委員会に分かれて、それぞれ
のテーマを決めて調査・研究を行い、2
年間の活動報告として、令和3年3月に市
へ提言書を提出した。
・自治会活動交付金の交付を行った。

・自治会の活動に満足している（市民ア
ンケート）　32.6％

・自治会役員の充て職が負担になっ
ていることから、各種委員等の選出
方法及び公募制の見直しを庁内に依
頼した。
・自治会加入促進の取り組みとし
て、転入者等に自治会加入アンケー
ト実施することで、転入者等の意見
を知ることができた。

Ｂ

・各自治会を中心に南アルプス市の
全ての市民が主体となり、地域の課
題を自ら考え、解決策を講じながら
実践していく仕組みの構築に取り組
む。

②市民活
動の推進

1
多様な担い手による
市民活動の促進

【取組主管課】
・市民活動支援
課

【関係課等】

・市民活動センターの施設の維持
管理、運営その他関連業務を民間
の中間支援組織（市民活動を支援
するＮＰＯなど）を養成し担当さ
せることで、多様な市民活動の活
性化を図るとともに、様々な主体
による協働を促進する

・第2次
協働のま
ちづくり
基本方針
・第2次
みんなで
まちづく
り（協
働）行動
計画

・多様な市民活動が推進されている
状態（地域活動や市民活動に参画す
る市民の増加など）

・地域活動へ参加している（世帯）
市民の割合（市民アンケート）
　70％（H27:54.3％）

・市民活動センターを拠点とした市
民活動に関する情報の受発信や相談
窓口機能の強化を図るため、市民活
動の実態や課題等の情報を収集・整
理するとともに、情報の共有化と可
視化に向けた取組を推進する。

・地域活動へ参加している（世帯）
市民の割合（市民アンケート）
　70.0％

・定期的にディレクターズサロンを開催
しまちづくりに関する情報共有、意見交
換を行った。
・市民活動コーディネーターが市民団体
の活動の場を訪れ、活動状況や課題につ
いて聞き取り助言を行った。

・市民活動コーディネーターが市民
団体の活動拠点を訪れることにより
行政と市民をつなぎ、課題に対する
解決策をディレクターズサロンやセ
ンターで共有し対応することができ
た。

Ｂ

・市民との情報共有を図るため、よ
り一層の情報発信が必要であるとと
もに、センターの積極的な利活用の
ため協働によるまちづくりの勉強会
や情報交換会を行う。

1
まちづくりの人材育
成

【取組主管課】
・市民活動支援
課

【関係課等】
・全ての課等

・行動に向かうための働きかけと
して、まちづくりに関連する講座
や講習会を開催し、まちづくり活
動を担う人材の育成を図る。

・第2次
協働のま
ちづくり
基本方針
・第2次
みんなで
まちづく
り（協
働）行動
計画

・まちづくりを担う人材が育成さ
れ、市民活動が推進されている状態

・まちづくりを担う人材育成のため
の講習会等を開催するほか、市民活
動団体が実施するまちづくりに関す
る講座や講演会等の取組を支援す
る。

・自分たちの住む地域の魅力を自らが発
見しそれを発信していくための講座を開
講し若者世代による地域の実情を考え
た。
・協働支援テーマ型助成事業は2件の申
請、実施に至った。

・自分が住むまちの魅力は自分たち
で見つけて発信していく「まちキュ
レーター育成講座」で若者世代によ
る情報発信の起点となった。
・テーマ型活動助成事業は２件の申
請が提出されディレクターズサロン
やみんなでまちづくり推進会議で協
議を重ね意義ある活動に醸成するこ
とができた。

Ｂ

・テーマ型助成事業は普段からの活
動が結実するため、市民団体の活動
状況を把握し、センターから提案す
ることも検討する。
・市民活動コーディネーターからの
情報をセンター内で共有しテーマ型
活動助成への道筋をつけるととも
に、テーマ型活動助成事業の積極的
な周知が必要となる。

2
職員の意識向上と体
制整備

【取組主管課】
・市民活動支援
課

【関係課等】
・全ての課等

・市民活動や協働に関する庁内の
情報共有化、職員の意識向上に向
けた研修の開催、取組推進のため
の体制整備を図る。

・第2次
協働のま
ちづくり
基本方針
・第2次
みんなで
まちづく
り（協
働）行動
計画

・市民活動や協働の推進に向けて、
職員の意識向上が図られている状態

・期間中にすべての職員を研修対象
をする。

・職員の意識向上を図るため、市民
活動や協働に関する職員研修を実施
する。
・市民活動や協働に関する全庁的な
取組の整理・体制の検討等を行う。

・主幹職員を対象にまちづくり研修を実
施した。行政の事業の中にある協働、市
民団体が実施する協働の仕組みづくりに
ついて学習後、ディスカッションを実施
した。
・協働推進本部会議を２回開催した。

・協働の知識を得たことにより、職
員のスキルアップにつながった。ま
た、コーディネーターの役割につい
ても職員に向けて理解が得られた。
・協働推進本部会議の開催により、
市民と行政の共通認識ができる場の
確立につながった。

Ｂ

・職員研修のアンケート結果では、
とても理解できた・理解できたの回
答が約８割であった。職員研修を継
続して実施する必要がある。
・協働推進本部会議の開催により、
協働に対し全庁的な共通理解が得ら
れたため、今後も継続して実施して
いく。

③取り組
み推進の
ための環
境整備

①地域自
治の推進
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